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区分 団体 役職 氏名
運営委員会
での役職

1
競技主管団体
・スポーツ関係

埼玉県ゲートボール連盟 顧問 柴﨑　照夫 副委員長

2
経済・産業・観
光関係

深谷商工会議所 専務理事 鈴木　浩史

3
社会福祉
・市民団体関係

社会福祉法人深谷市社会福祉協議会
常務理事
兼事務局長

大谷　浩二 副委員長

4 交通関係 深谷地区タクシー協議会 会長 大久保　智弘

5 教育関係 深谷市校長研究協議会 会長 齊藤　寛

6 市行政 深谷市 副市長 長原　一 委員長

7 市行政
深谷市渋沢栄一政策推進部
渋沢栄一政策推進課

課長 塚越　稔

8 市行政 深谷市福祉健康部 部長 清水　良保 副委員長

9 市行政 深谷市福祉健康部
次長兼
保健センター所長

韮塚　貴光

10 市行政 深谷市福祉健康部福祉政策課 課長 田村　真寿美

11 市行政 深谷市産業振興部農業振興課 課長 黒澤　敦

12 市行政 深谷市産業振興部商工振興課 課長 茂木　隆行

13 市行政 深谷市都市整備部公園緑地課 課長 笠原　正

14 市行政 深谷市教育委員会教育部
次長兼
生涯学習スポーツ振興課長

花岡　慎

15 会場管理者 公益財団法人深谷市地域振興財団 事務局長 池田　賀至

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会運営委員会　委員・役員名簿

任期：令和7年8月20日から令和9年3月31日まで
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第１回運営委員会 報告１ 

１ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）の概要 

 「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉 

祭」は、主に６０歳以上の高齢者が参加する各種スポーツ競技の

ほか、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを通じ、高齢者を

中心とする国民の健康の保持・増進、社会参加、生きがいの高揚

等を図り、ふれあいと活力のある長寿社会の形成に寄与すること

を目的としています。 

 厚生省設立５０周年を記念して昭和６３年に第１回大会が開催

されて以来、都道府県の持ち回りで開催されています。 

 

 

２ 第３８回全国健康福祉祭埼玉大会の概要 

 （１） 名 称：第３８回全国健康福祉祭埼玉大会 

 （２） 愛 称：ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ 

 （３） 主 催：厚生労働省、埼玉県、さいたま市、 

         一般社団法人長寿社会開発センター 

 （４） 共 催：スポーツ庁 

 （５） テーマ：咲き誇れ！ 長寿と笑顔 彩の国 

 （６） 会 期：令和８年１１月７日（土）～１１月１０日（火） 

 （７） 参加予定人数：延べ約６０万人（観客含む） 

 （８） 式 典：総合開会式 開催日 令和８年１１月７日（土） 

               会  場 熊谷スポーツ文化公園 

 

         総合閉会式 開催日 令和８年１１月１０日（火） 

               会  場 埼玉会館 

 （９） 事 業：（ア） 健康関連イベント 

・スポーツ交流大会（１０種目） 

            ・ふれあいスポーツ交流大会（１６種目） 

            ・ニュースポーツの紹介 等 
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第１回運営委員会 報告１ 

         （イ） 福祉・生きがい関連イベント 

            ・文化交流大会（４種目）、美術展 等 

         （ウ） 健康、福祉・生きがい共通イベント 

            ・シンポジウム、健康福祉機器展、 

音楽文化祭、ふれあい広場 等 

 

 

３ 深谷市における事業の概要 

 （１） スポーツ交流大会 

    種 目：ゲートボール 

    会 場：仙元山公園多目的広場 

    会 期：令和８年１１月７日（土）～１１月１０日（火） 

    参加予定人数：延べ約２，３００人（観客含む） 

 （２） 健康づくり教室 

 （３） おもてなしイベント 等 
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－１０－
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第１回運営委員会　報告１



－１１－
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第１回運営委員会　報告１



第１回運営委員会 報告２ 

 

   ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員 

会運営委員会専門部会細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷

市実行委員会会則（令和７年５月２９日施行。以下「会則」とい

う。）第１０条第１１項の規定に基づき、ねんりんピック彩の国

さいたま２０２６深谷市実行委員会運営委員会（以下「運営委員

会」という。）に設置する専門部会の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

  （専門部会） 

第２条 運営委員会に、次の専門部会を置く。 

 （１） 総務・企画部会 

 （２） おもてなし部会 

 （３） 競技部会 

２ 専門部会は、運営委員会から付託された専門的事項を調査審議

し、その結果を運営委員会に報告する。 

 （組織） 

第３条 専門部会は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷

市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱した委員（以

下「専門委員」という。）をもって構成する。 

２ 会則第７条の規定は、専門委員の任期について準用する。 

３ 専門部会に、次に掲げる役員を置き、専門委員のうちから運営

委員会委員長（以下「委員長」という。）が指名する。 

 （１） 部会長 １人 

 （２） 副部会長 ２人以内 

４ 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部

会長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した順序により、

その職務を代理する。 
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第１回運営委員会 報告２ 

 

６ 専門部会に係る専門委員の報酬は、支給するものとする。 

 （会議） 

第４条 専門部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその

議長を務める。 

２ 専門部会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。 

 （１） 運営委員会から付託された事項に関すること。 

 （２） その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

３  専門部会は、前項各号に掲げる事項を調査し、審議したとき 

は、これを次の運営委員会に報告しなければならない。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に専門委員以

外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができ 

る。 

 （委任） 

第５条 この細則に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要

な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

この細則は、令和７年８月２０日から施行する。 
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第１回運営委員会 協議事項１ 

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員

会運営委員会専門部会への付託事項及び専門部会の主な

構成員（案） 

 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会運営委

員会から各専門部会への付託事項及び各専門部会の主な構成員は次

のとおりとする。 

 

１ 総務・企画部会 

（１） 付託事項 

ア 総務・企画に関する事項 

イ 輸送、交通、警備及び防災に関する事項 

ウ 医事衛生に関する事項 

 （２） 主な構成員 

   ア 交通関係 

イ 福祉政策課職員 

   ウ 保健センター職員 

エ 長寿福祉課職員 

オ 警防課職員 

カ 会場管理者 

 

２ おもてなし部会 

（１） 付託事項 

ア 広報、観光ＰＲ、おもてなしに関する事項 

イ 健康づくり、福祉、生きがい関連イベント等に関する事 

 項 

ウ 市民協働・ボランティアに関する事項 

 （２） 主な構成員 

   ア 経済・産業・観光関係 

   イ 社会福祉・市民団体関係 
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第１回運営委員会 協議事項１ 

ウ 交通関係 

エ 教育関係 

   オ 渋沢栄一政策推進課職員 

カ 農業振興課職員 

キ 商工振興課職員 

ク 保健センター職員 

ケ 会場管理者 

 

３ 競技部会 

（１） 付託事項 

ア 競技、式典に関する事項 

 （２） 主な構成員 

   ア 競技主管団体・スポーツ関係 

イ 公園緑地課職員 

ウ 生涯学習スポーツ振興課職員 

エ 会場管理者 
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専門部会名 付託事項 主な検討事項

1 総務・企画部会 ア 総務・企画に関する事項 ・協賛金品の取扱い

・売店の設置

・会場のテント配置

イ 輸送、交通、警備 ・交流大会参加者等の輸送計画（バス、タクシー）

及び防災に関する事項 ・駐車場計画

・警備体制（昼間、夜間）

・消防防災体制（救急・救助体制含む）

ウ 医事衛生に関する事項 ・医療救護体制

・感染症対策（防疫体制の整備）

・衛生（おもてなしコーナーの食品衛生）

2 おもてなし部会 ア 広報、観光ＰＲ、 ・歓迎イベント

おもてなしに関する事項 ・わがまちＰＲ

・観光プランの提供

・おもてなしコーナー（飲み物、郷土料理の提供）

・地元特産品の紹介・販売

・特設ステージ（芸能発表、ダンス）

イ 健康づくり、福祉、 ・健康づくり教室（体力測定、健康づくり指導）

生きがい関連イベント等

に関する事項

ウ 市民協働・ボランティア ・競技補助員のボランティア

に関する事項 ・おもてなしコーナーボランティア

・健康づくり教室のボランティア

3 競技部会 ア 競技、式典に関する事項 ・特別表彰式

・代表者会議

・開始式

・閉会式

・表彰式

・競技場のコート、音響、テント配置

専門部会における主な検討事項
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   ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員 

会会則 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この会は、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市

実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 実行委員会は、第３８回全国健康福祉祭埼玉大会（ねんり

んピック彩の国さいたま２０２６）において、深谷市で開催され

る ス ポ ー ツ 交 流 大 会 及 び 関 連 イ ベ ン ト （ 以 下 「 大 会 等 」 と い 

う。）の円滑な運営を図るために必要な事業を行うことを目的と

する。 

 （事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事

業を行う。 

 （１） 大会等の開催に必要な計画の策定に関すること。 

 （２） 大会等の企画及び運営に関すること。 

 （３） 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

 （４） その他実行委員会の目的を達成するために必要な事業に

関すること。 

 

   第２章 組織 

 （組織及び委員） 

第４条 実行委員会は、会長、委員及び監事をもって組織する。 

２ 委員及び監事は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 （１） 関係機関又は関係団体の役職者 

 （２） その他会長が特に必要と認める者 

 （役員） 

第５条 実行委員会に、次に掲げる役員を置く。 
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資料１



 

 （１） 会長 １人 

 （２） 副会長 ５人以内 

 （３） 監事 ２人 

２ 会長は、深谷市長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 監事は、委員を兼ねることはできない。 

 （役員の職務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠

けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代

理する。 

 （任期） 

第７条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱

の日から令和９年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員等が、就任時の機関又は団体の

役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、その

後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

３ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、

必要に応じて委員等を補充することができる。 

４ 会長は、前２項の規定により、委員等に変更があった場合は、

次の総会において報告するものとする。 

 

   第３章 会議 

 （会議の種類） 

第８条 実行委員会に、次の会議を置く。 

 （１） 総会 

 （２） 運営委員会 

２ 前項に定めるもののほか、実行委員会に会長が必要と認める会

議を置くことができる。 

 （総会） 
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資料１



 

第９条 総会は、委員等をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。 

３ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

 （１） 大会等の企画及び運営の基本的事項に関すること。 

 （２） 会則の制定及び改廃に関すること。 

 （３） 事業計画及び事業報告に関すること。 

 （４） 予算及び決算に関すること。 

 （５） 運営委員会に委任する事項に関すること。 

 （６） その他大会等の開催に関して重要な事項に関すること。 

４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができな

い。ただし、欠席する委員からあらかじめ会長に対して、その権

限を会長に委任する旨の届出があったときは、当該欠席委員の数

を出席委員の数に加えることができる。 

５ 委員は、やむを得ない理由があるときは、その代理人を総会に

出席させることができる。この場合、当該代理人には、当該委員

と同一の権限を付与するものとする。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要があると認めるときは、総会に委員以外の関係者

の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、事前に送付した議案に対

して書面による表決を求め、これをもって総会の議決に代えるこ

とができる。 

 （運営委員会） 

第１０条 運営委員会は、会長が委嘱した運営委員をもって構成す

る。 

２ 運営委員会に、次に掲げる役員を置き、運営委員のうちから会

長が指名する。 

 （１） 委員長 １人 

 （２） 副委員長 ３人以内 
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資料１



 

３ 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委

員長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序により、そ

の職務を代理する。 

５ 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議

長を務める。 

６ 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

 （１） 総会から委任された事項に関すること。 

 （２） その他会長が必要と認める事項に関すること。 

７ 運営委員会は、前項各号に掲げる事項を審議し、決定したとき

は、必要に応じて、これを次の総会に報告しなければならない。 

８ 第７条の規定は、運営委員会委員の任期について準用する。 

９ 前条第４項から第８項までの規定は、運営委員会の会議につい

て準用する。 

１０ 運営委員会に係る運営委員の報酬は、支給するものとする。 

１１  前各項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項 

は、会長が別に定める。 

 

   第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第 １ １ 条  会 長 は 、 総 会 又 は 運 営 委 員 会 （ 以 下 「 総 会 等 」 と い 

う。）において議決すべき事項について、総会等を招集する時間

的余裕がないと認めるとき又は総会等の権限に属する事項で軽易

なものを決定するときは、これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総

会等において報告し、その承認を求めなければならない。 

 

   第５章 事務局 

 （事務局） 

第１２条 実行委員会の事務を処理するため、深谷市福祉健康部長
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寿福祉課内に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   第６章 会計 

 （経費） 

第１３条 実行委員会の経費は、補助金、負担金及びその他の収入

をもって充てる。 

 （会計年度） 

第１４条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年

３月３１日に終わる。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （予算及び決算） 

第１５条 実行委員会の収支予算は、総会の決議によって定め、収

支決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならな 

い。 

 

   第７章 解散 

 （解散） 

第１６条 実行委員会は、令和９年３月３１日をもって解散する。 

 （残余財産の帰属） 

第１７条 実行委員会が解散のときに有する残余財産は、深谷市に

帰属するものとする。 

 

   第８章 補則 

 （委任） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し

必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この会則は、実行委員会の設立の日から施行する。 
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２ 実行委員会の設立当初の会計年度は、第１４条第１項の規定に

かかわらず、実行委員会の設立の日から令和８年３月３１日まで

とする。 
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任期：令和7年5月29日から令和9年3月31日まで

実行委員会

での役職

深谷市 1 深谷市 市長 小島　進 会長

市議会関係 2 深谷市議会 議長 田口　英夫 副会長

3 埼玉県ゲートボール連盟 会長 土屋　品子

4 深谷市レクリエーション協会 会長 菅野　昭吉

5 深谷市スポーツ協会 会長 吉野　忠行

6 深谷市スポーツ推進委員協議会 会長 加藤　昇

7 深谷商工会議所 会頭 村岡　正巳

8 ふかや市商工会 会長 沼尻　芳治

9 公益社団法人深谷市シルバー人材センター 理事長 小暮　孝雄

10 ふかや農業協同組合 代表理事組合長 原　浩

11 埼玉岡部農業協同組合 代表理事組合長 松嶋　多喜男

12 花園農業協同組合 代表理事組合長 酒井　俊秀

13 一般社団法人深谷市観光協会 会長 瀬山　豪

14 ふかや物産観光株式会社 統括部長 内田　融

15 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 大谷　浩二 副会長

16 深谷市老人クラブ連合会 会長 中山　保

17 深谷市民生委員・児童委員協議会 会長 大谷　かをる

18 深谷市自治会連合会 会長 荒木　敏孝

医療関係 19 一般社団法人深谷寄居医師会 会長 黒屋　信隆

20 深谷観光バス株式会社 代表取締役 髙田　勇三

21 花園観光バス株式会社 代表取締役 田尻　幸孝

22 深谷地区タクシー協議会 会長 大久保　智弘　

23 株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス 深谷ブロック長 石原　浩一

24 深谷市校長研究協議会 会長 齊藤　寛

25 東京成徳大学深谷中学校 校長 石川　薫

26 埼玉工業大学 学長 内山　俊一

27 東都大学 学長 吉岡　俊正

28 葵メディカルアカデミー 校長 新井　悦二

29 深谷市 副市長 長原　一 副会長

30 深谷市教育委員会 教育長 片桐　雅之 副会長

31 深谷市秘書室 室長 田村　哲男

32 深谷市企画財政部 部長 荻野　昌利

33 深谷市総務部 部長 石川　雅一

34 深谷市協働推進部 部長 韮塚　洋明

35 深谷市渋沢栄一政策推進部 部長 岡田　真

36 深谷市福祉健康部 部長 清水　良保

37 深谷市産業振興部 部長 三浦　聖樹

38 深谷市都市整備部 部長 今井　吾郎

39 深谷市消防本部 消防長 齊藤　新一

40 深谷市議会事務局 事務局長 佐藤　靖彦

41 深谷市教育委員会教育部 部長 松村　一

会場管理者 42 公益財団法人深谷市地域振興財団 理事長 坂田　秋雄

43 深谷市会計課 会計管理者 前野　武一 監事

44 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会 事務局次長 中井　秀光 監事
監事

競技主管団体
・スポーツ関係

経済・産業・観光
関係

社会福祉
・市民団体関係

交通関係

教育関係

市行政

ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会　委員・役員等名簿

区分 № 団体名 役職 氏名
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ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市基本計画 

 

 第３８回全国健康福祉祭埼玉大会（ねんりんピック彩の国さいた

ま２０２６）が埼玉県で開催されるにあたり、深谷市は、スポーツ

交流大会及び関連イベントを開催する。 

 

１ 深谷市における開催方針 

（１） 本大会を市民のスポーツ活動への意識高揚を促進する好

機と捉え、全国から集う参加者とともに、健康の保持増進や体

力の維持向上を図る。 

 

（２） 全国から集う参加者を心からおもてなしし、地域の特産

品や、文化・伝統、観光スポットを楽しんでいただくととも 

に、深谷市の魅力を全国に発信し、本市への誘客をすすめる機

会とする。 

 

（３） 参加者をもてなすという目的に向かって、世代や業種を

超えて取り組んでいくことで、ふるさと深谷を見つめなおし、

人、地域、団体、産業のつながりを深め、仲間づくりやまちづ

くりを進める。 

 

２ 実施主体 

  深谷市、ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委

員会 

 

３ 開催期間 

  令和８年１１月７日（土）から１０日（火）までの４日間 
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４ 大会等の実施 

 （１） スポーツ交流大会 

    種 目：ゲートボール 

    会 場：仙元山公園多目的広場 

    日 程： ７日（土）…総合開会式（熊谷市）、監督会議 

         ８日（日）…開始式、競技（予選） 

         ９日（月）…競技（予選、決勝）、表彰式 

        １０日（火）…総合閉会式（さいたま市） 

    参加予定人数：延べ約２，３００人（観客含む） 

 （２） 健康づくり教室 

 （３） おもてなしイベント 等 

 

５ リハーサル大会の実施 

  スポーツ交流大会を円滑に運営するため、ゲートボール競技の

リハーサル大会を実施する。 

 （１） 大会名：ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲート

ボールリハーサル大会 

 （２） 会 場：仙元山公園多目的広場 

 （３） 日 程：令和７年１１月３日（月）文化の日 

 （４） 参加予定人数：延べ約２００人 

 （５） その他：併せてゲートボール体験会を開催 

 

６ 広報活動 

 （１） 目的 

  ねんりんピック彩の国さいたま２０２６の開催を広く市民に

周知し関心を高め、参加意識の高揚を図るとともに、大会開催

の機運を盛り上げることにより実りある大会にすることを目的

とする。 
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 （２） 内容 

   市民にねんりんピックの開催情報等の周知を図るために、シ

ンボルマークや大会マスコットの「コバトン」「さいたまっ 

ち」等を活用し、関係機関・関係団体と連携して計画的かつ効

果的な広報活動を行う。 

 

 （３） 記録 

   本市で初めて開催される「ねんりんピック」の成果を記録・

保存するために大会報告書を作成する。 
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令和７年度事業計画 

 

 第３８回全国健康福祉祭埼玉大会（ねんりんピック彩の国さいた

ま２０２６）において深谷市で開催するスポーツ交流大会及び関連

イベントの運営に向けて、関係団体との連携のもと次の事業を行 

う。 

 

１ 各種会議の開催 

 （１） 総会 

 （２） 運営委員会 

 

２ 先催地調査 

  第３７回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜２０２

５）ゲートボール会場視察 

 （１） 期 間：令和７年１０月１８日（土）～２１日（火） 

 （２） 会 場：ＦＵＫＵＪＵスポーツパーク（羽島市運動公園）

多目的広場 

 （３） 内 容：スポーツ交流大会、健康づくり教室、おもてな

しイベント等 

 

３ リハーサル大会の実施 

  スポーツ交流大会を円滑に運営するため、ゲートボール競技の

リハーサル大会を実施する。 

 （１） 大会名：ねんりんピック彩の国さいたま２０２６ゲート

ボールリハーサル大会 

 （２） 会 場：仙元山公園多目的広場 

 （３） 日 程：令和７年１１月３日（月）文化の日 

 （４） 参加予定人数：延べ約２００人 

 （５） その他：併せてゲートボール体験会を開催 
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４ 大会等の開催準備 

  スポーツ交流大会及び関連イベントの円滑な実施に向け、次の

準備を行う。 

 （１） 大会開催に係る各種計画の策定 

 （２） ゲートボール競技開催要領の策定 

 （３） 深谷市実施本部の設置準備 

 

５ 広報・啓発活動の実施 

 （１） ポスター、ＰＲグッズ等の作成、配布 

 （２） 各種イベント会場における広報活動の実施 

 

６ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

 （１） 県実行委員会との連絡調整 

 （２） 競技主管団体、会場管理者との連絡調整 

 （３） 関係機関、関係団体との連携 
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【収入】 （単位：円）

項目 予算額 適用

 県補助金 1,850,000
 ねんりんピック彩の国さいたま
 ２０２６実行委員会補助金

 市補助金 1,150,000  深谷市補助金

合計 3,000,000

【支出】

項目 予算額 適用

 実行委員会運営費 900,000
・岐阜大会視察費
・各種会議開催費
・事務局費（消耗品購入等）

 交流大会開催準備費 400,000
・ゲートボール競技用スコアボード
  等の輸送費
・広報啓発費（ポスター作成費等）

 リハーサル大会実施費 1,000,000
・リハーサル大会開催経費
　（運営費、消耗品購入費等）

 競技主管団体準備費 700,000 ・競技主管団体準備事業補助金

合計 3,000,000

令和７年度収支予算
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ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員

会運営委員会への委任事項 

 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６深谷市実行委員会会則第

９条第３項第５号の規定により、次の事項を運営委員会に委任す 

る。 

 

１ 総務・企画に関する事項 

２ 広報、観光ＰＲ、おもてなしに関する事項 

３ 競技、式典に関する事項 

４ 健康づくり、福祉、生きがい関連イベント等に関する事項 

５ 輸送、交通、警備及び防災に関する事項 

６ 医事衛生に関する事項 

７ 市民協働・ボランティアに関する事項 

８ その他会務に必要な事項 
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ねんりんピック彩の国さいたま２０２６

深谷市実行委員会　組織

【審議・決定する事項】 【組織構成】

（１） 大会等の企画及び運営の基本的事項に関すること。 ・会長１人

（２） 会則の制定及び改廃に関すること。 ・委員４１人

（３） 事業計画及び事業報告に関すること。    （副会長５人以内）

（４） 予算及び決算に関すること。 ・監事２人

（５） 運営委員会に委任する事項に関すること。  合計 ４４人

（６） その他大会等の開催に関して重要な事項に関すること。

【審議・決定する事項】 【組織構成】

１ 実行委員会（総会）から委任された事項 ・運営委員１５人

（１） 総務・企画に関する事項  （委員長１人）

（２） 広報、観光PR、おもてなしに関する事項  （副委員長３人以内）

（３） 競技、式典に関する事項  合計 １５人

（４） 健康づくり、福祉、生きがい関連イベント等に関する事項

（５） 輸送、交通、警備及び防災に関する事項

（６） 医事衛生に関する事項

（７） 市民協働・ボランティアに関する事項

（８） その他会務に必要な事項

２ その他会長が必要と認める事項に関すること。

専門部会（必要に応じて随時設置）

総務・企画部会 おもてなし部会

総会

運営委員会

深谷市実行委員会

実行委員会事務局　【長寿福祉課内】

競技部会

委任 報告
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報
グ

ッ
ズ

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

、
チ

ラ
シ

等
で

周
知

・
気

運
醸

成
）

内
容

検
討

・
調

整 ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

確
保

に
向

け
た

調
整

等
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

確
保

、
説

明
会

開
催

等

お
も

て
な

し
イ

ベ
ン

ト
の

内
容

検
討

お
も

て
な

し
イ

ベ
ン

ト
実

施
準

備

健
康

づ
く

り
教

室
の

内
容

検
討

実
施

計
画

策
定

内
容

確
定

・
関

係
者

と
の

調
整

等

実
施

本
部

体
制

検
討

実
施

本
部

設
置

、
従

事
者

名
簿

作
成

、
説

明
会

開
催

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

競
技

開
催

要
領

の
検

討
・

作
成

競
技

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

作
成

記
録

集
計

・
報

告
書

作
成

会
場

設
計

審
判

員
・

競
技

補
助

員
の

養
成

協
賛

の
募

集

輸
送

、
医

療
救

護
体

制
、

弁
当

・
衛

生
対

策
の

検
討

観
光

ツ
ア

ー
の

検
討

実
施

計
画

策
定
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